
 

  

櫛引町１丁目自治会 基本資料手引書 

（１）自治会費・募金前受金の集金について 

 

（２）会員の「入会・退会・変更」の書類について 

 

（３）香料や見舞金が必要になった時 

 

（４）訃報を受けた時 

 

（５）活動準備金の請求について 

 

（６）カラス除けネットの申込み・街路灯切れの連絡方法 

 

（７）自治会備品の貸出方法 

 

（８）自治会館の使用方法 

 

（９）ホームページからの各種請求・登録方法 

＜手引書（例）の会員構成＞ 

自治会長    埼玉 治 

総務部長    川口 大介 

会計部長    伊奈 春雄 

1 区区長    戸田 健司 

1 班副区長   大宮 花子 

1 班１組組長  櫛引 一郎 

2 班副区長   上尾 進 

2 班 15 組組長 越谷 真 

 



 

  
（１）自治会費・募金前受金の集金について（組長の役割） 

① 自治会費はひと月 200 円として年間 2400 円の 

自治会費を集金します。（分納をご希望された場合は、

その月までの金額で構いません） 

②募金は、1 年間（一般の方は各募金額の合計 1000 円）

を一緒に集金します。 

※募金は、会員が希望する募金の集金で構いません。 

③集金額を納入票と領収書に手描きで記入します。 

⓸組長印を押印した領収書を会員に、納入票は集計用紙 

と一緒に副区長にお渡しください。 

⑤全ての会員の集金が終わったら、組長用の 

「自治会費・募金等前受金集計表」に転記し 

会員毎に自治会費と募金額を集計してください。 

 

⑥集計が終わったら、この用紙と納入票をセットにし、 

集計金とともに副区長へ渡してください。 

これで組長の仕事は終了です。 

※この時、副区長が照合しやすいように、なるべく大きなお札へ 

両替しておいてください 

※自動集計される Excel データも配布しています。 

ご希望される場合は自治会 HP から入手して下さい。 

資料１ 

資料 2 
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  ① 副区長は、各組長から提出された集計表の合計額を、

副区長用の「自治会費・募金前受金集計表」に転記

し、集計金と照合してください。 

② 集計金の照合が終わったら、この用紙と組長用集計

用紙・納入票をセットにし集計金とともに区長へお

渡しください。 

これで副区長の仕事は終了です。 

 

※この時、区長が照合しやすいように、なるべく大きなお札へ 

両替しておいてください。 

※自動集計される Excel データも配布しています。 

ご希望される場合は自治会 HP から入手して下さい。 

（１）自治会費・募金前受金の集金について （副区長・区長の役

割） 

① 区長は、各副区長から提出された集計表の合計額を区長用

の「自治会費・募金前受金集計表」に転記し、集計金と照

合してください。 

② 照合が終わったら、各班毎の「自治会費合計額」を、各区

の出納帳へ転記してください。 

③ 出納帳への転記が終わったら、所定日時に自治会館に集ま

って頂き、全ての集計表と納入票を持参し、会計部と読み

合わせを行います 

※この時、なるべく大きなお札へ両替しておいてください。 

※自動集計される Excel データも配布しています。 

ご希望される場合は自治会 HP から入手して下さい。 

資料３ 
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自治会員の状況に変更があったら、組長は副区長、又は区長に連絡

し、「入会・退会・変更届」を入手し、状況に変更があった会員に記

入を依頼してください。記入後に、「自治会費の集金又は返金」を行

ってください。

（２）会員の「入会・退会・変更」の書類について 

区長は、組長から渡された追加の会費を各区の出納帳に記入し、「会員別自治会費納入一覧表」に

転記してください。「会員別自治会費納入一覧表」は会計監査に提出します。会費は各区で保管し

てください。会費の返金がある場合は、組長へお渡しください。 

 

※「入会・退会・変更届」は速やかに、次回の常任委員会に持参して総務部にお渡しください。 

資料５ 

-3- 



 

  
（３）「香料」や「見舞金」が必要になった時「訃報」 

会員のご不幸や入院等があった場合は、香料・見舞金を請求できます。 

組長は副区長、または区長に連絡をし、「香料」「見舞金」の用紙に 

記入、押印をし、区長から「香料」「見舞金」受取ってください。 

区長は用紙を出納帳に貼り付けて保管してください。 

監査の時に「香料」「見舞金」の領収書として確認いたします。 

資料６ 
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訃報を町内案内板に掲示したい旨が、会員よりあった場合は 

区長は「訃報」の用紙に必要内容を記入し、会員が希望する 

案内板に貼ってください。 

※組長は「香料」を受取る際に「案内板に掲示する・しない」

を確認して区長にお渡しください。 

（５）活動準備金の請求について  （区長用） 

毎年 4 月に会計部から各区へ準備金をお渡しします。 

受領書は各区の出納帳に貼って保管してください。 

「香料」や「見舞金」が重なり準備金が足りなくなった場合

は、速やかに会計部へ連絡してください。 

※準備金は各区主催のお祭りや運動会には使用できません。 

（４）訃報を受けた時 

資料 8
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（６）カラス除けネットの申込み・街路灯切れの連絡方法 

街路灯切れがあった場合は、渉外部へ連絡してください。 

連絡する場合は街路灯下の番号をお知らせください。 

連絡先：渉外部長へ 

 

新規に設置したい場合も渉外部までご相談ください。 

 

※街灯切れの連絡は自治会ホームページでも受付けています。 

ご利用ください。 

年度初めにカラス除けネット申込用紙を回覧致します。 

必要枚数とサイズを記入して組長・副区長から区長へお渡しく

ださい。区長は自治会館のグレー「総務部」BOX へ提出して

ください。 

連絡先：衛生部長へ 

※カラス除けネットは随時受付けています。必要になったら衛生

部へ連絡してください。自治会ホームページでも受付けていま

す。ご利用ください。 

資料 10 資料 11 
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（７）自治会備品の貸出方法 （８）自治会館の使用方法 

イベントや法事などでテントやパイプ椅子などが必要に

なった時は安価で備品を貸し出します。 

各区長、または総務部へ連絡し「備品貸出願」を受取って

記入してください。当日利用料金と引き替えに貸し出し

ます。 

※備品貸出の連絡は自治会ホームページでも受付けています。 

ご利用ください。 

自治会館を利用したい場合は自治会館の下駄箱上にある

「自治会館使用申請書」に日時を記入し、ご自身で利用

金額を算出し、自治会指定の郵便局口座に、利用日前月

の 20 日までに入金してください。 

用紙は自治会館の茶色の棚「自治会館利用受付」BOX に

入れてください。 

後日、許可書と領収書を茶色の棚にお入れします。 

※自治会館使用連絡は自治会ホームページでも受付けています。

ご利用ください。 

資料１２ 資料１３ 
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（８）自治会館の使用方法  （使用状況の確認と記載） 

＜注意＞ 

自治会館を利用する場合は自治会館の下駄箱上にある

「自治会館使用状況一覧」にて空き状況を確認し、必ず

ご自身で施設予約に記入してください。 

記入されずに後の方が、予約表に記入されていた場合は、

そちらを優先します。 

 

※自治会館使用連絡は自治会ホームページでも受付けています。 

 その場合は総務部で施設予約を記入します。 

各区の集まりで自治会館を使用する場合は無料です。 

予約表に記入したら「総務部」に連絡頂くと助かります。 

連絡先：総務部会館使用担当 

 

※ホームページで予約頂くと、その場で返信致します。 

資料１４ 
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自治会館の予約、自治会備品の貸出、カラス除けネットの申込み、

街路灯切れの連絡はこちらから入力してください。ご入力頂きまし

たら総務部よりメールまたは電話で連絡致します。 

 

またホームページで新規会員の登録があった際は、総務部から担当

区長へ連絡します。 

後刻、組長と新規会員のお宅へ伺い、「会員・入会・退会・変更届」

と会費の集金を行ってください。 

資料１５ 

自治会で必要な各種用紙、集計用紙のデータはここにあります。 

ご自身のパソコンへダウンロードしてお使いください。 

※集計用紙は自動計算ができるよう設定されています。 

 自治会へはここの用紙でも提出できます。ご活用ください。 

（９）ホームページからの各種請求・登録方法 

-9- 


